
（定型約款） 

法人向け情報提供サービス利用約款 

 

 株式会社阿波銀行（以下「当行」という）は、当行がインターネット上のWebサイト（以

下「本サイト」という）にて提供する「法人向け情報提供サービス」（以下「本サービス」

という）の利用に関して、以下のとおり利用約款を定めます（以下「本約款」という）。 

 

第１条（会員登録） 

 １．本サービスを利用するためには、会員の登録することが必要です。 

 ２．会員登録を行おうとする方は、本約款を熟読し、本サービスの利用に関して本約款

が適用されることを承認のうえ、会員登録の申込を行っていただきます。当行は会員

登録の申込に対し、当行が承諾した場合、会員登録をします。 

 ３．当行は次の場合には、会員登録の申込を承諾しないことがあります。なお、登録申

込者は、この不承諾につき異議申立等を行えないものとします。 

  (1) 登録申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合 

  (2) その他、当行が入会を不適当と判断した場合 

 

第２条（IDおよびパスワード） 

 １．当行は、登録申込を承諾した場合、会員の登録を行い、会員に対し IDおよび仮パス

ワードを発行します。 

 ２．会員は、ID および仮パスワードが通知された後、速やかに本パスワードへの変更登

録を行うものとします。 

 ３．会員は、IDおよびパスワードを第三者に使用させてはならないものとします。 

 ４．会員は、ID およびパスワードの管理および使用について責任を負うものとします。

その ID およびパスワードを利用して行われた行為、ID およびパスワードの管理不十

分、使用上の過誤、もしくは第三者による不正使用等についてはすべて会員が負うも

のとします。 

 ５．会員は、ID の紛失、盗難または第三者による不正使用の事実が判明した場合は、別

途、直ちに当行に連絡し、当行の指示に従うものとします。 

 

第３条（変更の届出） 

 １．会員は、会員登録申込時に登録した内容に変更があった場合、速やかに当行に届け

出るものとし、それ以降も同様とします。 

 ２．会員が前項の届出を怠ったことにより、不利益を被っても、当行は一切その責任を

負わないものとします。 

 



第４条（本サービスの内容） 

 １．本サービスの内容は、以下のとおりとします。 

    (1) 本サイトにおいて、当行がサービス提供者として、会員へ独自に商品または情報

等を提供するサービス（以下「基本サービス」という） 

   (2) 当行以外のサービス提供者（以下「オプション提供者」という）に別途お申込い

ただくことにより会員へ商品または情報等を提供するサービス（以下「オプショ

ンサービス」という） 

 ２．本サービスの提供時間帯は１年３６５日（うるう年の場合は３６６日）、毎日２４時 

    間とします。ただし、第１４条第１項の規定に基づくサービスの一時中断もしくは停

止の期間またはオプション提供者が別途定める場合を除きます。 

   ３．本サービスのお問い合せ対応時間は、別途本サイトへ掲示するお問い合わせ一覧の

内容に準じるものとします。 

 

第５条（基本サービス） 

     基本サービスの内容、その他の詳細については、本サイトへ掲示するところによるもの

とします。 

 

第６条（オプションサービス） 

 １．会員は、オプションサービスにおいては、オプション提供者との間で直接に取引を

行うものとし、当行は、かかる取引の成否、内容および履行等について一切責任を負

いません。 

 ２．会員は、オプションサービスの利用に関して、別途オプション提供者が定める利用

約款が適用されることを承認するものとします。 

 ３．当行は、会員に対し、オプションサービスにおける商品または情報等について一切

保証責任を負わないものとします。また、これらに起因して生じた損害に対しても一

切の責任を負わないものとします。 

 

第７条（会員情報の取扱い） 

 １．当行およびオプション提供者は、保有する以下の会員情報を厳正に管理し、会員の

プライバシー保護のために十分に注意を払うとともに、本条第２項ないし第５項の場

合以外には会員情報の利用を行いません。 

  (1) 会員が本サービスへの会員登録申込時に届け出た情報（第３条第１項の定めに基

づき変更された情報も含みます）（以下「会員登録情報」という） 

  (2) 本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報（以下「会

員取引情報」という） 

  ２．会員は、本サービスが円滑に提供されることを目的に、当行がオプション提供者お



よび当行関連会社に対して、必要な範囲内で会員登録情報を提供することをあらかじ

め承諾するものとします。 

 ３．会員は、当行および当行関連会社が以下の目的のために、必要な範囲内でオプション

提供者から会員とオプション提供者との会員取引情報の提供を受けることをあらかじ

め承諾するものとします。 

   (1) 新商品、新サービスの企画・開発 

   (2) ダイレクトメール、E-Mail等の発送・送信 

   (3) 会員の管理 

   (4) その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為 

 ４．会員は、当行および当行関連会社が本条第３項と同一の目的のために、必要な範囲内

で会員情報を利用することをあらかじめ承諾するものとします。 

 ５．当行は、本条第２項のほか、以下の場合を除き、会員情報を第三者に開示しないもの

とします。 

   (1) あらかじめ会員の同意が得られた場合 

   (2) 法令により開示が求められた場合 

   (3) 個別の会員を識別できない状態で提供する場合 

 ６．会員は、自身の会員情報の開示・訂正、および利用・提供の中止の請求を随時行える

ものとします。その場合は、当行に届け出るものとします。 

 ７．当行は、当行が定める所定の期間を経過したときは、会員情報を廃棄することができ

るものとします。 

 

第８条（会員設備等の設置・維持） 

 会員は、本サービスを利用するにあたり必要となるインターネット接続環境（プロバイダ

ー利用契約、電話等の通信回線利用契約を含む）、コンピュータその他機器、ソフトウェア

等を自らの費用で設置し、維持するものとします。 

 

第９条（会員の責任） 

 会員は、本サービスを利用するにあたり、本約款に定める事項を誠実に遵守するほか、下

記の事項を遵守するものとします。 

(1) 本サービスおよび本サイト上で提供される情報を不正の目的をもって利用しな

いものとします。 

(2) 本サイト上で提供される情報に関し、当行、オプション提供者または第三者の著

作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為を行

ってはならないものとします。 

(3) 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの

組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為を



行ってはならないものとします。 

(4) 本サービスの会員として有する権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、

名義変更、質権の設定その他の担保に供するなどの処分を行ってはならないもの

とします。 

(5) 手段を問わず、本サービスの運営を妨害する行為、またはそのおそれのある行為

を行ってはならないものとします。 

(6) その他法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為を行ってはならないも

のとします。 

 

第１０条（有効期間） 

 会員資格の有効期間は登録日より１年間とし、特に退会の届出がない場合は自動的に１

年間期間を延長するものとし、以降も同様とします。ただし、本約款に違反する行為があ

った場合、または当行が会員として不適当と認めた場合には、有効期間を延長しない場合

があります。なお、初回の登録日は、当行より会員に対して、第２条第１項に定める ID、

仮パスワードを発行した日を指します。 

 

第１１条（退会） 

 １．会員が退会を希望する場合には、退会希望月の前月末までに当行に届け出るものと

し、退会希望月末をもって退会するものとします。なお、会員が当行に対し何らかの

債務を負担している場合は、退会時に全額を支払うものとします。 

 ２．退会した会員の会員情報に関しては、第７条が引き続き適用されるものとします。 

  

第１２条（会員資格の停止・抹消） 

 会員が以下の事由のいずれかに該当した場合、当行は会員に何らかの事前の通知なしに

会員資格を停止し、または抹消することができるものとします。 

   (1) 本約款のいずれかの条項に違反した場合 

   (2) 会員登録申込時および登録事項変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した

場合 

   (3) 支払の停止または手形交換所もしくは電子債権記録機関の取引停止処分を受け

た場合 

   (4) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算

開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったと

き、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手

続の開始があったとき 

   (5) １年以上の期間にわたり、本サービスの利用がない場合 

   (6) その他、会員として不適当と当行が判断した場合 



第１３条（会員への通知） 

 １．当行から会員への通知は、本サイトへの掲示、E-Mail またはその他相当な方法によ

り行います。 

 ２．本条第１項の通知が E-Mail で行われる場合、当行は、会員が届け出た E-Mail アド

レスのサーバーにE-Mailが到達したことをもって会員への通知が完了したものとみな

します。 

 ３．第３条に基づく変更届出がないため、当行から会員への通知が延着または到着しな

かった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。 

 

第１４条（サービスの一時中断または停止） 

 １．当行は、以下のいずれかの事由に該当する場合、本サービスの提供の一部または全

部を一時中断、または停止することがあります。 

   (1) 本サービス提供のための装置またはシステムの保守点検、設備更新の場合 

   (2) 天災地変、戦争、内乱、騒擾、労働争議その他労使関係上の紛争、不可避の事故、

法的制限その他当事者の支配しえない一切の原因により、本サービスの提供が困

難な場合 

 (3) 電気通信事業者その他本サービスの提供に必要な第三者の役務が提供されない

場合 

 (4) その他、運用上あるいは技術上、当行が本サービスの一時中断、もしくは停止が

必要であるか、または不可測の事態により当行が本サービスの提供を困難と判断

した場合 

 ２．本サービスの提供の一時中断、停止の発生により、会員または第三者が被った不利

益について、当行は、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。 

 ３．当行は、本サービスの提供を一時中断または停止する場合は、本サービスへの掲示

をもって、あらかじめ会員に通知します。ただし、緊急の場合は、会員への事前通知

を省略することができるものとします。 

 

第１５条（損害賠償） 

 １．会員が本約款に違反する行為、または不正もしくは違法な行為によって当行に損害

を与えた場合は、当行は当該会員に対して相応の損害賠償の請求ができるものとしま

す。 

 ２．当行は、当行の故意または重過失により、会員に損害を与えた場合は、当行の故意

または重過失に起因して直接発生した損害のみを賠償するものとし、その他の場合に

は、会員に対し一切の責任を負わないものとします。 

 

第１６条（約款の変更） 



 １．この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由がある

と認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周

知することにより、変更できるものとします。 

 ２．前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

第１７条（反社会的勢力の排除） 

１．契約者が、現在暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない

者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊

知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という） に

該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に

わたっても該当しないことを確約します。 

(1)  暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

(2)  暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

(3)  自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与え

る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を

有すること 

(4)  暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をして

いると認められる関係を有すること 

  (5)  役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有すること 

２．契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確

約します。 

(1)  暴力的な要求行為 

(2)  法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3)  取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

(4)  風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、また

は相手方の業務を妨害する行為 

(5)  その他前各号に準ずる行為 

３．当行は、契約者が前記(1)、(2)に違反した場合、何ら催告することなく、本契約を解

約できるものとします。 

４．当行が前記(3)の解約権を行使したことにより、契約を解除された契約者に損害が生

じた場合、契約者は当行に何ら請求を行わないものとします。 

 

第１８条（成年後見人等の届出） 

 １．契約者は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合は、ただ

ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、当行に届出るものとしま



す。 

また、契約者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後

見が開始された場合も同様に届出るものとします。 

 ２．契約者は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合は、ただ

ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、当行に届出るものとします。 

 ３．契約者は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後

見監督人の選任がされている場合も、前２項と同様当行に届出るものとします。 

 ４．契約者は、前３項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって、

ただちに当行に届出るものとします。 

 

第１９条（準拠法） 

 本約款の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。 

 

第２０条（協議事項） 

   本約款に定めのない事項について紛議等が生じた場合または本約款の各条項の解釈につ

いて疑義が生じた場合は、会員と当行は誠意をもって協議し解決するものとします。 

 

第２１条（弁護士費用） 

 本契約の債務不履行による責任を任意に履行しないで、弁護士費用が発生したときは、

当該責任者は、費用規定に基づく費用を支払うものとします。 

 

第２２条（合意管轄） 

 本サービスの利用に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当

行の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。ただし、オプションサー

ビスに関し、別途オプション提供者が定めるところがあれば、それに従うものとします。 

 

以上 


